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第11章 施策の推進体制 

１ 市民等の意見反映のための体制 

高齢者施策を総合的かつ効果的に推進するとともに、介護保険事業の円滑な実施を

確保することなどを目的として、被保険者、保健関係者、医療関係者、福祉関係者、

学識経験者等で構成する「大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会」を開催して

います。 

この会議では、市民からの公募委員や女性委員の積極的な参画等を図り、「大阪市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいた総合的な高齢者施策の推進にお

いて、市民や関係団体の意見反映に努めています。 

 

 

２ 施策推進のための体制 

高齢者施策に主体的に取組み、その一層の推進を図るため、全庁的な組織として、

福祉局長を委員長とする「大阪市高齢者施策連絡会議」を設置し、高齢者を支援する

施策を総合的かつ円滑に推進するための体制整備を図るとともに、本計画で示した施

策について、大阪府や関係機関・関係団体との連携を図りながら、その進捗管理を行

っていきます。 

本計画に基づき高齢者施策を進めるにあたっては、引き続き、課題解決に向けて必

要な情報・資料の収集・分析、ニーズや実態の把握のための調査・分析等を行いなが

ら取り組んでいきます。計画の進捗状況の点検及び評価については、「大阪市社会福

祉審議会高齢者福祉専門分科会」へ報告し、委員の意見などを踏まえながら、より効

果的・効率的な高齢者施策の推進に向けた取組みへつなげるとともに、地域の実情に

応じた施策の推進のため、地域ケア会議から見えてきた地域課題について、その課題

の解決とともに、政策形成等につなげる取組みを推進していきます。 

また、地域密着型サービスについては、「大阪市地域密着型サービス運営委員会」

を設置し、サービスの質並びに適正な運営の確保に努めています。 

地域包括支援センターについては、センターの設置、運営・評価に関することなど

を協議する「大阪市地域包括支援センター運営協議会」を設置し、センターの円滑か

つ適正な運営、公平・中立性の確保を図ります。 


